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各位

今般、ベトナム政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について下記の通知がありましたので、お

知らせ致します。

記

ベトナム政府

1. 機関区域においては、下記のとおり備えること。

(1) 機関制御室に 1 組。

(2) 各工作室に 1 組。

(3) 各非常脱出経路に 1 組。

(4) 機関区域への各入口に 1 組。

2. 少なくとも 1 組の訓練用を船上に備えること。これは、新船及び現存船に適用する。

3. 少なくとも 1 組の予備を船上に備えること。これは、新船のみの適用とする。

4. 火災制御図に記載する図記号は、下記のとおりとすること。ただし、IMO Resolution A.654(16)-
Graphical Symbols for Fire Control Plan に関連する改正が採択され、施行された際には、それ

に従うこと。

(1) 訓練用には緑色大文字“EEBD”を用いること。

(2) 脱出用には赤色大文字“EEBD”を用いること。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
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